
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電解槽と、
　前記電解槽内を３室に区画するために、互いに対向するように配置される第１隔膜、お
よび第２隔膜と、
　前記電解槽内に配置される４枚の電極板と、
　前記電極に接続される 電源と、
　から構成される電解水生成装置であって、
　前記電解槽内は、前記第１隔膜と槽内壁により区画される第１室、前記第１隔膜と第２
隔膜とにより区画される第２室、及び前記第２隔膜と槽内壁により区画される第３室、の
それぞれに区画されており、
　前記第１室乃至第３室には、それぞれ導入口と排出口とが設けられており、
　前記第１室と第２室には、両室を区画する第１隔膜を挟むようにそれぞれ一枚の電極板
が配置されており、また、前記第２室と第３室には、両室を区画する第２隔膜を挟むよう
にそれぞれ一枚の電極板が配置されており、
　前記第１隔膜を挟むように配置される２枚の電極板においては、一方が陽極板として作
用し、他方が陰極板として作用するように 電源に接続されており、

また、前記第２隔膜を挟むように配置される２枚の電極板においても、一方が陽極板と
して作用し、他方が陰極板として作用するように

電源に接続されおり、
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２つの

一の
　

、前記第１隔膜を挟むように配置される
２枚の電極に接続される電源とは別の



　前記第１室および第３室は、前記導入口から導入される被処理水から酸性水を生成する
ための酸性水生成室として作用するか、又は導入口から導入される被処理水からアルカリ
水を生成するためのアルカリ水生成室として作用しており、
　前記第２室は、その導入口と排出口とが、当該室内に導入される電解質溶液を循環させ
るために、互いに循環用配管により接続されて、電解質溶液を循環するための電解質溶液
循環室として作用している、
　ことを特徴とする電解水生成装置。
【請求項２】
　前記循環用配管中には、適宜電解質を補給するための電解質補充タンクが設置されてい
ることを特徴とする前記請求項１に記載の電解水生成装置。
【請求項３】
　前記電源は、接続されている電極板の極性を逆転することができる電源であることを特
徴とする請求項１又は請求項２に記載の電解水生成装置。
【請求項４】
　前記請求項３に記載の電解水生成装置を用いたマルチ電解水供給システムであって、
　当該マルチ電解水供給システムは、
　前記第１室および第３室で生成された電解水を供給するための第１電解水用配管、第２
電解水用配管を備え、
　さらに、前記２本の配管には、電極板の極性が逆転した場合に互いを流通する電解水を
入れ替えることができるようにするためのクロスバルブが設置されていることを特徴とす
るマルチ電解水供給システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電解水生成装置、およびこれを用いたマルチ電解水供給システムに関する。さ
らに具体的には、酸性水とアルカリ水の何れか一方を選択的に、又は両方を同時に生成す
ることができる電解水生成装置に関し、また、利用者が酸性水、アルカリ水のどちらを使
用する場合であっても、これらの電解水を常に安定して供給することができるマルチ電解
水供給システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
電解槽、隔膜、および電極板を主たる構成要素とする電解水生成装置は、従来から様々な
ものが開発されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の電解水生成装置においては、アルカリ水と酸性水を常に同時に生成
するタイプ、アルカリ水のみを常に生成するタイプ、さらには酸性水のみを常に生成する
タイプ、の３タイプしか存在しておらず、従って、利用者が任意に何れか一方又は両方を
選択して使用することができなかった。
【０００４】
従って、例えばトイレにおいて電解水を使用する場合を考えてみても、トイレの手洗い場
には酸性水を使用することが好ましいため、酸性水のみを生成するタイプの電解水生成装
置を設置し、一方、トイレの洗浄用の水にはアルカリ水を使用することが好ましいため、
前記酸性水のみを生成するタイプの電解水生成装置とは別に、新たにアルカリ水のみを生
成するタイプの電解水生成装置を設置する必要があった。
【０００５】
この場合において、酸性水とアルカリ水の両方を同時に生成する必要があるタイプを用い
ることも可能であるが、そうすると、何れか一方の電解水のみを使用したい場合であって
も、必ず両方の電解水を生成することとなるため水が無駄になってしまうため好ましくな
い。
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【０００６】
本発明は、このような状況においてなされたものであり、酸性水とアルカリ水の何れか一
方を選択的に、又は両方を同時に生成することができる電解水生成装置、さらには、利用
者が酸性水、アルカリ水のどちらを使用する場合であっても、これらの電解水を常に安定
して供給することができるマルチ電解水供給システムを提供することを主たる課題とする
。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するための本発明の第１の観点では、電解水生成装置は、電解槽と、前記
電解槽内を３室に区画するために、互いに対向するように配置される第１隔膜、および第
２隔膜と、前記電解槽内に配置される４枚の電極板と、前記電極に接続される電源と、か
ら構成され、前記電解槽内は、前記第１隔膜と槽内壁により区画される第１室、前記第１
隔膜と第２隔膜とにより区画される第２室、及び前記第２隔膜と槽内壁により区画される
第３室、のそれぞれに区画されており、前記第１室乃至第３室には、それぞれ導入口と排
出口とが設けられており、前記第１室と第２室には、両室を区画する第１隔膜を挟むよう
にそれぞれ一枚の電極板が配置されており、また、前記第２室と第３室には、両室を区画
する第２隔膜を挟むようにそれぞれ一枚の電極板が配置されており、前記第１隔膜を挟む
ように配置される２枚の電極板においては、一方が陽極板として作用し、他方が陰極板と
して作用するように電源に接続されており、また、前記第２隔膜を挟むように配置される
２枚の電極板においても、一方が陽極板として作用し、他方が陰極板として作用するよう
に電源に接続されおり、前記第１室および第３室は、前記導入口から導入される被処理水
から酸性水を生成するための酸性水生成室として作用するか、又は導入口から導入される
被処理水からアルカリ水を生成するためのアルカリ水生成室として作用しており、前記第
２室は、その導入口と排出口とが、当該室内に導入される電解質溶液を循環させるために
、互いに循環用配管により接続されて、電解質溶液を循環するための電解質溶液循環室と
して作用している、ことを特徴とする。
【０００８】
この電解水生成装置によれば、２枚の隔膜（第１隔膜と第２隔膜）を挟むように配置され
る４枚の電極板を、それぞれの隔膜毎に２枚で１セットとし、当該１セットを構成する２
枚の電極板の一方が陽極板とて、他方が陰極板として作用するように電源に接続されてい
るので、第１室および第３室に配置される電極板を陽極板としても陰極板としても作用さ
せることができる。従って、例えば、第１室に配置される電極板を陽極板として作用させ
（この場合、当該電極板とセットになる電極板、つまり第２室の第１隔膜側に配置される
電極板は陰極板として作用する。）、第３室に配置される電極板を陰極板として作用させ
る（この場合、当該電極板とセットになる電極板、つまり第２室の第２隔膜側に配置され
る電極板は陽極板として作用する。）ことにより、第１室において酸性水を生成し、第３
室においてアルカリ水を生成することができ、また、例えば、第１室に配置される電極板
と第３室に配置される電極板の両方を陰極板として作用させることもでき（この場合、第
２室に配置される２枚（第１隔膜側と第２隔膜側）の電極は両方とも陽極板として作用す
る。）、そうすると、第１室と第３室の両方でアルカリ水を生成することができる。
【０００９】
つまり、この電解水生成装置によれば、電極の操作によって酸性水とアルカリ水の両方を
同時に、又は、何れか一方の電解水を選択的に生成することができる。
【００１０】
さらに、この電解水生成装置における第２室は、導入口から導入される電解質溶液を循環
するための電解質溶液循環室として作用しているため、利用されない電解水は循環せしめ
られ、無駄になることがない。
【００１１】
また、前記電解水生成装置においては、前記循環用配管中には、適宜電解質を補給するた
めの電解質補充タンクが設置されていることが好ましい。
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【００１２】
電解質補充タンクを設置することにより、第２室を循環する電解質溶液の電解質濃度を常
に一定に保つことができ、効率よく電解水を生成することができる。
【００１３】
さらに、前記電解水生成装置においては、前記電源は、接続されている電極板の極性を逆
転することができる電源であることが好ましい。
【００１４】
この電解水生成装置によれば、電極板の極性を逆転することにより、逆転する前の段階で
陰電極板として作用していた電極板に付着した電解質溶液に含まれる成分のスケールを除
去することができる。
【００１５】
上記課題を解決するための本発明の別の観点では、マルチ電解水供給システムは、前記請
求項３に記載の電解水生成装置を用いたマルチ電解水供給システムであって、前記第１室
および第３室で生成された電解水を供給するための第１電解水用配管、第２電解水用配管
を備え、さらに、前記２本の配管には、電極板の極性が逆転した場合に互いを流通する電
解水を入れ替えることができるようにするためのクロスバルブが設置されていることを特
徴とする。
【００１６】
このマルチ電解水供給システムによれば、２本の配管、つまり第１電解水用配管と第２電
解水用配管とにクロスバルブが設置されているので、各電極板の極性を逆転した場合であ
っても、利用者には、極性を逆転する前の電解水と同一の電解水を供給することができる
。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の電解水生成装置、およびこれを用いたマルチ電解水供給システムについ
て図面を用いて具体的に説明する。
【００１８】
（１）電解水生成装置
＜第１実施形態＞
図１は、本発明の電解水生成装置の正面断面図である。
【００１９】
図１に示すように、本発明の電解水生成装置１は、電解槽２と、前記電解槽２内を３室（
３ａ、３ｂ、３ｃ）に区画するために、互いに対向するように配置される第１隔膜４ａ、
および第２隔膜４ｂと、前記電解槽２内に配置される４枚の電極板（５ａ、５ｂ、５ｃ、
５ｄ）と、前記電極に接続される電源（６ａ、６ｂ）と、から構成されている。なお、本
発明に用いられる電源（６ａ、６ｂ）は、任意のタイミングで別々にその極性を逆転でき
る電源であることが好ましく、例えば、極性を制御するための制御手段２７（ＣＰＵを備
えたコンピュータなど）が接続されていてもよい。
【００２０】
そして、前記電解槽２内は、前記第１隔膜４ａと槽内壁２ａにより区画される第１室３ａ
、前記第１隔膜４ａと第２隔膜４ｂとにより区画される第２室３ｂ、及び前記第２隔膜４
ｂと槽内壁２ｂにより区画される第３室３ｃ、のそれぞれに区画されている。前記第１室
３ａ～第３室３ｃには、それぞれ導入口（７ａ、７ｂ、７ｃ）と排出口（８ａ、８ｂ、８
ｃ）とが設けられている。
【００２１】
前記４枚の電極板（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）の配置は、図１に示すように、第１室３ａ
と第２室３ｂには、両室を区画する第１隔膜４ａを挟むようにそれぞれ一枚の電極板５ａ
、５ｂが配置されており、また、前記第２室と第３室には、両室を区画する第２隔膜を挟
むようにそれぞれ一枚の電極板５ｃ、５ｄが配置されている。
【００２２】
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そして、前記第１隔膜４ａを挟むように配置される２枚の電極板（５ａ、５ｂ）において
は、一方が陽極板として作用し、他方が陰極板として作用するように電源６ａに接続され
ており、また、前記第２隔膜４ｂを挟むように配置される２枚の電極板（５ｃ、５ｄ）に
おいても、一方が陽極板として作用し、他方が陰極板として作用するように電源６ｂに接
続されている。
【００２３】
このような本発明の電解水生成装置１を用いて、（ｉ）酸性水とアルカリ水を同時に生成
する場合、（ｉｉ）酸性水のみを生成する場合、（ｉｉｉ）アルカリ水のみを生成する場
合、について、それぞれ以下に説明する。
【００２４】
（ｉ）酸性水、アルカリ水同時生成
先ず、酸性水とアルカリ水を同時に生成する場合について説明する。
【００２５】
この場合においては、４枚の電極（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）が、それぞれ以下のような
極性となるように電源６ａ、６ｂを設定する。
電極５ａ：陽極　　　電極５ｂ：陰極
電極５ｃ：陽極　　　電極５ｄ：陰極
各電極（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）の極性を上記のようにし、第１室３ａの導入口７ａ、
および第３室３ｃの導入口７ｃから被処理水を同時に導入することにより、第１室３ａで
酸性水を生成して、排出口８ａから排出し、同時に第３室３ｃでアルカリ水を生成して、
排出口８ｃから排出することができる。
【００２６】
ここで、本発明の電解水生成装置１における前記第２室３ｂは、その導入口７ｂと排出口
８ｂとが、当該室内に導入される電解質溶液を循環させるために、互いに循環用配管９に
より接続されて、電解質溶液を循環するための電解質溶液循環室として作用しているので
、当該第２室３ｂには、常に電解質が存在しており、第１室３ａ及び第３室３ｃで行われ
る電解水の生成反応を促進することができる。循環用配管９中には、電解質溶液を循環す
るための循環ポンプ２６が設けられている。
【００２７】
従って、本発明の電解水生成装置１においては、前記循環用配管９中に、適宜電解質を補
給するための、電解質が充填された電解質補充タンク１０が設置されていることが好まし
く、このような電解質補充タンク１０を設置することにより、第２室３ｂを循環する電解
質溶液中の電解質濃度を常に飽和状態とすることができる。
【００２８】
本発明の電解水生成装置１において用いられる電解質としては、電解水の利用目的によっ
て様々な電解質が使用でき、例えば、塩化ナトリウム・炭酸ナトリウム・塩化カルシウム
・乳酸カルシウム・重炭酸ナトリウムなどを上げることができる。また、これらを適宜混
合して用いてもよい。
【００２９】
（ｉｉ）酸性水のみ生成
次に、図１に示す本発明の電解水生成装置１を用いて、酸性水のみを生成する場合につい
て説明する。
【００３０】
この場合においては、４枚の電極（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）が、それぞれ以下のような
極性となるように電源６ａ、６ｂを設定する。
電極５ａ：陽極　　　電極５ｂ：陰極
電極５ｃ：陰極　　　電極５ｄ：陽極
各電極（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）の極性を上記のようにし、第１室３ａの導入口７ａ、
および第３室３ｃの導入口７ｃから被処理水を同時に導入することにより、第１室３ａ、
および第２室３ｃの両方で酸性水を生成することができ、排出口８ａ、８ｃから同時に酸
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性水を排出することができる。
【００３１】
このように、本発明においては、４枚の電極をそれぞれ任意の極性とすることができるの
で、従来の装置に比べ２倍量の酸性水を形成することができる。
【００３２】
なお、この場合においても前記第２室３ｂには、電解質溶液を循環せしめておくことが好
ましい。
【００３３】
また、４枚の電極（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）を、それぞれ以下のような極性とすること
によっても酸性水のみを生成することができる。
電極５ａ：陽極　　　電極５ｂ：陰極
電極５ｃ：ＯＦＦ　　電極５ｄ：ＯＦＦ
つまり、電源６ａのみを用い、電源６ｂをＯＦＦとしてもよい。これにより、第１室３ａ
の導入口７ａのみから被処理水を導入することにより、第１室３ａのみで酸性水を生成し
て、排出口８ａから酸性水を排出することができる。この場合、第３室３ｃは使用してい
ないため、生成される電解水は従来の装置と同量となるが、その分、被処理水の節約をす
ることができる。
【００３４】
なお、この場合においても、前記の場合と同様、前記第２室３ｂには、電解質溶液を循環
せしめておく。
【００３５】
（ｉｉｉ）アルカリ水のみ生成
次に、図１に示す本発明の電解水生成装置１を用いて、アルカリ水のみを生成する場合に
ついて説明する。
【００３６】
この場合においては、４枚の電極（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）が、それぞれ以下のような
極性となるように電源６ａ、６ｂを設定する。
電極５ａ：陰極　　　電極５ｂ：陽極
電極５ｃ：陽極　　　電極５ｄ：陰極
各電極（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）の極性を上記のようにし、第１室３ａの導入口７ａ、
および第３室３ｃの導入口７ｃから被処理水を同時に導入することにより、第１室３ａ、
および第２室３ｃの両方でアルカリ水を生成することができ、排出口８ａ、８ｃから同時
にアルカリ水を排出することができる。
【００３７】
上述したように、本発明においては、４枚の電極をそれぞれ任意の極性とすることができ
るので、従来の装置に比べ単純計算でも約２倍量のアルカリ水を形成することができる。
【００３８】
なお、この場合においても前記第２室３ｂには、電解質溶液を循環せしめておくことが好
ましい。
【００３９】
また、４枚の電極（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）を、それぞれ以下のような極性とすること
によってもアルカリ水のみを生成することができる。
電極５ａ：ＯＦＦ　　電極５ｂ：ＯＦＦ
電極５ｃ：陽極　　　電極５ｄ：陰極
つまり、前記酸性水のみを生成する場合とは逆で、電源６ｂのみを用い、電源６ａをＯＦ
Ｆとしてもよい。これにより、第３室３ｃの導入口７ｃのみから被処理水を導入すること
により、第３室３ｃのみでアルカリ水を生成して、排出口８ｃからアルカリ水を排出する
ことができる。この場合、第１室３ａは使用していないため、生成される電解水は従来の
装置と同量となるが、その分、被処理水の節約をすることができる。
【００４０】
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なお、この場合においても、前記の場合と同様、前記第２室３ｂには、電解質溶液を循環
せしめておく。
【００４１】
＜他の実施形態＞
次に、本発明の電解水生成装置１の他の実施形態（バリエーション）について説明する。
【００４２】
例えば、上記で説明したように、本発明の第１実施形態にかかる電解水生成装置１におい
ては、生成しようとする電解水が、酸性水なのかアルカリ水なのか、若しくはその両方な
のかにより、被処理水の導入経路が異なる場合がある。この場合において、図１に示すよ
うに、先ず、被処理水供給管１４を多方向接続バルブ１３に接続し、当該多方向接続バル
ブ１３を、第１室３ａの導入口７ａへ被処理水を導入する配管１１と、第３室３ｃの導入
口７ｃへ被処理水を導入する配管１２に接続するようにしてもよい。
【００４３】
図２（ａ）～（ｃ）は多方向接続バルブ１３を説明するための正面断面図である。
【００４４】
図２（ａ）は、配管１１と配管１２の両方に被処理水を導入する場合、つまり、第１室３
ａと第３室３ｃの両方に被処理水を導入する場合の、多方向接続バルブ１３の態様を示す
図である。図示するように、被処理水の流路を決定する仕切板１３ａを、配管１１、１２
の両方を塞がないような位置に固定することにより、被処理水供給管１４から導入される
被処理水は、配管１１、１２の両方に排出される。
【００４５】
図２（ｂ）は、配管１１のみに被処理水を導入する場合、つまり、第１室３ａのみに被処
理水を導入する場合の、多方向接続バルブ１３の態様を示す図である。図示するように、
仕切板１３ａを配管１２を塞ぐような位置に固定することにより、被処理水は、配管１１
のみに排出されることとなる。
【００４６】
更に、図２（ｃ）配管１２のみに被処理水を導入する場合、つまり、第３室３ｃのみに被
処理水を導入する場合の、多方向接続バルブ１３の態様を示す図である。図示するように
、仕切板１３ａを配管１１を塞ぐような位置に固定することにより、被処理水は、配管１
２のみに排出されることとなる。
【００４７】
このような多方向接続バルブ１３を、前記電極６ａ、６ｂと連動させてコンピュータ等に
より制御することにより、利用者の任意によって、必要な量の電解水を安定して供給する
ことができる。
【００４８】
また、本発明の電解水生成装置１においては、図１に示すように、被処理水供給管１４中
に、当該被処理水を活性炭処理、ゼオライトフィルター処理、軟水処理、ＲＯ，ＵＦ膜処
理等の前処理をするための前処理装置１５を設けてもよい。このような前処理装置１５を
設けることにより、被処理水中に含まれる不純物を除去することができ、効率よく電解水
を生成することができる。
【００４９】
さらには、前述した循環用配管９には、電解質補充タンク１０とは別に、次亜塩素酸吸着
槽１６を設けてもよい。これにより、循環される電解質溶液中に発生する次亜塩素酸を除
去することができる。
【００５０】
また、第２室３ｂ内を循環する電解質溶液は、長期間使用すると、気化等によりその量が
減少する場合がある。従って、これを補うために、前記前処理装置１５から電解質補充タ
ンクへ水を供給するための配管１７を設けてもよい。
【００５１】
（２）マルチ電解水供給システム
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次に、前述してきた本発明の電解水生成装置を用いたマルチ電解水供給システムについて
説明する。
【００５２】
図３は、本発明のマルチ電解水供給システム２０を説明するための概略図であり、図１に
示す電解水生成装置１を用いたマルチ電解水供給システム２０を一般家庭において用いた
場合を示している。
【００５３】
図３に示すように、本発明のマルチ電解水供給システム２０は、前記電解水生成装置１の
第１室３ａおよび第３室３ｃで生成された電解水を供給するための第１電解水用配管２１
、第２電解水用配管２２を備え、さらに、前記２本の配管には、電極板の極性が逆転した
場合に互いを流通する電解水を入れ替えることができるようにするためのクロスバルブ２
３が設置されている。
【００５４】
また、当該マルチ電解水供給システム２０における第１電解水用配管２１及び第２電解水
用配管２２には、それぞれ流量センサー２４、２５が設置されており、当該流量センサー
２４、２５はそれぞれ電解水生成装置１の電極６ａ、６ｂを制御する制御手段（ＣＰＵを
備えるコンピュータなど）２７に接続されている。
【００５５】
なお、以下の説明においては、説明の便宜上、電解水生成装置１における第１室３ａは酸
性水を生成し、第３室３ｃはアルカリ水を生成するものとし、従って前記第１電解水用配
管２１には酸性水が流通し、第２電解水用配管２２にはアルカリ水が流通するものとする
。
【００５６】
この場合において、例えば、トイレの手洗い場において酸性水を使用すると、酸性水を供
給するための第１電解水用配管２１上に設けられた流量センサー２４が作動し、これに伴
い電源６ａのみがＯＮとなり、上述したように、電極５ａが陽極として作用し、電極５ｂ
が陰極として作用することで、トイレの手洗い場に酸性水を供給することができる。
【００５７】
また、キッチンでアルカリ水を使用すると、アルカリ水を供給するための第２電解水用配
管２２上に設けられた流量センサー２５が作動し、これに伴い電源６ｂのみがＯＮとなり
、上述したように電極５ｃが陽極として作用し、電極５ｄが陰極として作用することで、
キッチンにアルカリ水を供給することができる。
【００５８】
さらに、トイレの手洗い場とキッチンの両方において、アルカリ水と酸性水とを同時に使
用すると、第１電解水用配管２１と第２電解水用配管２２上に設けられた流量センサー２
４、２５がともに作動し、これに伴い電源６ａ、６ｂが両方ともＯＮとなり、上述したよ
うに、電極５ａが陽極として作用し、電極５ｂが陰極として作用し、さらに電極５ｃが陰
極として作用し、電極５ｄが陽極として作用するので、トイレの洗い場に酸性水を、キッ
チンにアルカリ水を供給することができる。
【００５９】
また、前述したように、本発明の電解水生成装置１においては、電極板に付着したスケー
ルを除去するために、電極板の極性を逆転する場合がある。この場合、上記の例で説明す
ると、従来は酸性水を生成していた第１室においてアルカリ水が生成され、アルカリ水を
生成していた第２室において酸性水が生成されることとなり、そうすると、利用者が酸性
水を使用した場合に、アルカリ水が供給されることとなってしまう。
【００６０】
しかしながら、本発明においては、第１電解水用配管２１と第２電解水用配管２２にクロ
スバルブ２３が設けられているため、本来、酸性水が流通するべき第１電解水用配管２１
に第１室３ａからアルカリ水が排出されても、クロスバルブ２３を通過することで、本来
の配管（図３では流量センサー２５が設けられている配管）へ流通せしめることができる

10

20

30

40

50

(8) JP 3922639 B2 2007.5.30



。従って、利用者においては、スケールを除去している最中か否か（つまり、極性が逆転
しているか否か）に関わらず酸性水、アルカリ水の両方を使用することができる。
【００６１】
図４は、本発明のマルチ電解水供給システム２０において用いるクロスバルブ２３の正面
断面図である。
【００６２】
図４（ａ）は、通常時におけるクロスバルブ２３の状態を示したものであり、仕切板２３
ａを図示するような位置に固定することにより、第１室３ａの排出口８ａからクロスバル
ブ２３に導入される酸性水は、流量センサー２４が設けられている配管に排出され、第３
室３ｃの排出口８ｃから導入されるアルカリ水は、流量センサー２５が設けられている配
管に排出される。
【００６３】
一方、図４（ｂ）は、スケール除去時（つまり、電極逆転時）におけるクロスバルブ２３
の状態を示したものである。仕切板２３ａを図示するような位置に固定することにより、
第１室３ａの排出口８ａからクロスバルブ２３に導入されるのはアルカリ水であるが、当
該アルカリ水は、前記図４（ａ）と同様に、流量センサー２５が設けられている配管に排
出され、第３室３ｃの排出口８ｃから導入されるのは酸性水であるが、流量センサー２４
が設けられている配管に排出されることとなる。
【００６４】
なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。上記実施の形態は、例示で
あり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同
様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される
。
【００６５】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明の電解水生成装置によれば、酸性水のみ、アルカリ水のみ、又
はこれらの両方を同時に生成することができる。
【００６６】
そして、当該電解水生成装置を用いたマルチ電解水供給システムによれば、一般家庭等の
複数箇所で同時に電解水を使用する場合でも、アルカリ水の同時使用又は酸性水同時使用
、アルカリ水と酸性水の複合使用も可能となる。
【００６７】
また、従来の装置においては電解水生成量も１．５～３．０リットル／ minと少なく洗浄
として使用するには時間のロスが大きかったが、本発明によれば、従来の生成量を約４～
５倍とすることも可能である。
【００６８】
本発明によって供給されるアルカリ水は、洗浄水（例えば、車輌・トイレ流し水・衣類・
食器・食品・鋼材・建築物外壁等アルカリ電解水洗浄）、飲料水、酸化防止水などに有用
であり、このような用途の中でも特に、洗車用の水として好適に用いることができる。ま
た、酸性水は、殺菌水・除菌水・消臭用水・入浴水・美肌水・手洗い用水などに有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電解水生成装置の正面断面図である。
【図２】多方向接続バルブを説明するための正面断面図である。
【図３】本発明のマルチ電解水供給システムを説明するための概略図であり、図１に示す
電解水生成装置１を用いたマルチ電解水供給システムを一般家庭において用いた場合を示
している。
【図４】クロスバルブの正面断面図である。
【符号の簡単な説明】
１　電解水生成装置
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２　電解槽
３ａ　第１室　　３ｂ　第２室　　３ｃ　第３室
４ａ　第１隔膜　　４ｂ　第２隔膜
５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ　電極板
６ａ、６ｂ　電源
７ａ、７ｂ、７ｃ　導入口
８ａ、８ｂ、８ｃ　排出口
９　循環用配管
１０　電解質補充タンク
２０　マルチ電解水供給システム
２３　クロスバルブ
２４、２５　流量センサー
２６　循環ポンプ
２７　制御手段
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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